
 
 

亀岡市監査公表第１号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項及び第４

項の規定による監査を亀岡市監査基準に準拠して実施し、同条第１２項の規定

に基づき監査の結果に関する報告を決定しましたので、同条第９項の規定に 

より、次のとおり公表する。 

 

    令和７年１月３１日 

亀岡市監査委員 関本 孝一   

亀岡市監査委員 齊藤 一義   

 

１ 監査の種類 

令和６年度定期監査及び行政監査 

 

２ 監査の対象 

監査対象課等に係る令和６年度の事務の執行及び財務に関する事務の執 

行について 

 

３ 監査の着眼点 

市の事務の執行及び財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われ 

ているか。 

 

４ 監査の主な実施内容 

監査の対象について、関係諸帳簿、証拠書類等を調査し、併せて関係各 

課長等への聴取を行った。 

 

５ 監査の実施場所及び日程 

（１）監査の実施場所 

監査委員室 

 

（２）監査日程 

対象課等 監査期間 ヒアリング実施日 

〇政策企画部 

企画調整課 

財政課 

情報政策課 

令和６年 ９月１３日から 

令和７年 １月３１日まで 
令和６年１０月１１日 



 
 

 

６ 監査委員の除斥 

産業観光部農地整備課の監査は、地方自治法第１９９条の２の規定によ

り、齊藤一義監査委員を除斥して行った。 

 

７ 監査の結果 

監査の結果は、次の事項を除いて概ね適正であると認められた。 

なお、監査執行の過程において、口頭により指導を行った軽易な事項に 

ついては、今後の事務処理に留意されたい。 

 

（１）政策企画部 

以下の各課に係る令和６年８月末現在における財務に関する事務の執

行等について、抽出して監査を行った。 

概ね適正に処理されていたが、一部に次のような事項が見受けられた

ので、適正な事務処理をされたい。 

 

ア 企画調整課 

（ア）亀岡市婚活支援事業補助金について、実績報告書の提出が遅れて 

いた。 

亀岡市婚活支援事業補助金交付要綱には、申請者は、事業が完了

した日から起算して３０日経過する日までに、実績報告書を提出し

なければならないと定められている。 

規定に基づき適正な事務処理をされたい。 

 

〇市長公室 

秘書課 

 広報プロモーション課 

人事課 

ふるさと納税課 

〇こども未来部 

子育て支援課 

こども家庭課 

保育課 

〇産業観光部 

 商工観光課 

農林振興課 

農地整備課 

〇農業委員会事務局 

令和６年１０月２２日から 

令和７年 １月３１日まで 

令和６年１１月１３日 

令和６年１１月１４日 

令和６年１１月１５日 



 
 

イ 財政課 

特に指摘する事項はなかった。 

 

ウ 情報政策課 

特に指摘する事項はなかった。 

 

（２）市長公室 

以下の各課に係る令和６年９月末現在における財務に関する事務の執

行等について、抽出して監査を行った。 

概ね適正に処理されていた。 

 

ア 秘書課 

特に指摘する事項はなかった。 

 

イ 広報プロモーション課 

特に指摘する事項はなかった。 

 

ウ 人事課 

特に指摘する事項はなかった。 

 

エ ふるさと納税課 

特に指摘する事項はなかった。 

 

（３）こども未来部 

以下の各課に係る令和６年９月末現在における財務に関する事務の執

行等について、抽出して監査を行った。 

概ね適正に処理されていたが、一部に次のような事項が見受けられた

ので、適正な事務処理をされたい。 

 

ア 子育て支援課 

特に指摘する事項はなかった。 

 

イ こども家庭課 

特に指摘する事項はなかった。 

 

ウ 保育課 

（ア）延長保育料について、歳入の調定が行われていなかった。 

地方自治法施行令には、歳入の調定は、当該歳入について、所属



 
 

年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないか

どうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し

てこれをしなければならないと定められている。 

規定に基づき適正な事務処理をされたい。 

   

（４）産業観光部 

以下の各課に係る令和６年９月末現在における財務に関する事務の執

行等について、抽出して監査を行った。 

概ね適正に処理されていたが、一部に次のような事項が見受けられた

ので、適正な事務処理をされたい。 

 

ア 商工観光課 

（ア）市有地占用料の納入通知書について、納期限に誤りがあった。 

亀岡市財務規則には、会計年度単位で定めた収入金の納期限は、 

その年度の４月末日と定められている。 

規定に基づき適正な事務処理をされたい。 

 

（イ）川の駅・亀岡水辺公園の指定管理について、月次報告書で報告す

る事項の一部が受注者から書面で報告されていなかった。 

指定管理仕様書には、月次報告書として、視察等の対応件数及び 

内容が明らかになる書類を作成し、提出することと定められている。 

仕様書に基づき適正な事務処理をされたい。 

 

（ウ）川の駅・亀岡水辺公園の指定管理について、受注者が実際に運用

している利用料金（冷暖房設備使用時の加算額）の承認願が提出さ

れていなかった。 

基本協定書には、利用料金の額を変更しようとするときには、額

を変更しようとする日の２月前までに、亀岡市の承認を得なければ

ならないと定められている。 

協定書に基づき適正な事務処理をされたい。 

 

イ 農林振興課 

（ア）農業振興事業収入の納入通知書について、納期限に誤りがあった。 

亀岡市財務規則には、納入通知書を発する日から１４日以内の日

と定められている。 

規定に基づき適正な事務処理をされたい。 

 

 



 
 

ウ 農地整備課 

（ア）奥書証明手数料の納入通知書について、納期限に誤りがあった。 

亀岡市手数料徴収条例には、手数料は、手数料を徴収する事項に 

ついての申請、交付又は閲覧の際に、申請者からこれを徴収すると 

定められている。 

規定に基づき適正な事務処理をされたい。 

 

（５）農業委員会事務局 

令和６年９月末現在における財務に関する事務の執行等について、抽

出して監査を行った。 

概ね適正に処理されていたが、一部に次のような事項が見受けられた

ので、適正な事務処理をされたい。 

（ア）耕作等証明手数料について、一部の歳入の調定に誤りがあった。 

地方自治法施行令には、歳入の調定は、当該歳入について、所属年

度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかどう

かその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれ

をしなければならないと定められている。 

規定に基づき適正な事務処理をされたい。 

 

（イ）タブレット端末契約について、農業委員会会長名で契約が締結され

ていた。 

亀岡市財務規則には、契約権者は市長又はその委任を受けて契約を

締結する者をいうと定められているが、市長の権限に属する事務の 

一部を亀岡市農業委員会に委任する規則では、契約権については委任

されていない。 

規定に基づき適正な事務処理をされたい。 

 

８ 意見 

以上が、政策企画部等における令和６年度の財務に関する事務の執行等

について監査した結果である。 

なお、今回の監査で見受けられた以下の点については、今後の事務処理

において留意されたい。 

歳入の調定において、事前に調定すべきものが行われていなかったほか、

納入の通知において、納入通知書で納期限の記載を誤っていた。 

これらのことは、過去の定期監査においても指摘しているが、該当した 

所属だけでなく、全庁的に改善されるよう取り組まれたい。 

さらに、財務に関する事務の執行においては、根拠法令等に基づく事務

処理が求められることから、全ての所属において事務処理の基本を再認識



 
 

するとともに、ダブルチェックを徹底し、適正な調定及び納入通知の徹底

に努められたい。 

また、公の施設の指定管理においては、基本協定書及び施設管理業務仕

様書に定める事項が行われていない事例が見受けられた。 

今後は、指定管理業務の基本となる協定書及び仕様書に定める事項が確

実に履行されるよう、受注者との意思疎通を図ることはもとより、常に連

絡調整を行いながら、適正で円滑な施設の管理運営が行われるように期待

するものである。 


